
立地適正化計画策定経過について

１．立地適正化計画について

２．策定体制

〇医療・福祉・商業等の都市機能を都市の拠

点に誘導・集約

〇各種サービスの効率的な提供を図る

都市機能誘導区域

〇人口減少の中にあっても一定エリアの人口

密度を維持

〇生活サービスやコミュニティが持続的に確

保されるよう、居住を誘導

居住誘導区域

人口減少・少子高齢化等の社会構造の変化に対応したコンパクトで持続可能なまちづくりを推進する

ため、都市構造の将来像を検討し、必要となる機能・施設及び区域の設定を行う計画である。
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赤枠内は、立地適正化計画策定体制を示す

①産業・観光・国際・交流

②都市機能・中心市街地・住宅・交通・

高齢社会・医療・防災

③子育て・教育文化・地域コミュニティ

意見聴取

諮問・答申

３．策定作業の流れ

４．策定スケジュール(策定期間：R3.6～R5.3)

１．関連する計画や他部局の関係施策等の整理

●上位・関連計画の整理

２．都市が抱える課題の分析及び解決すべき課題の抽出

●現行都市計画マスタープランの検証

●現状把握・モニタリング

●他都市との比較

●市民アンケート調査の実施

令和 3年 12 月 2日（木）～12 月 17（金）

発送数：2,166

回収数：874 票（40.4％）

３．まちづくり方針の検討

４．目指すべき都市の骨格構造の検討

５．課題解決のための施策・誘導方針の検討

６．誘導施設・誘導区域等の検討

７．誘導施策の検討

８．防災指針の検討

９．定量的な目標値等の検討

10.施策の達成状況に関する評価方法の検討

成 案 ／ 公 表

Ｒ３年度 Ｒ４年度

原 案 の 作 成

都市計画審議会（原案諮問）

素 案 の 作 成

R3 年 6 月

～12 月

R3 年度

R4 年度

R4 年 1 月

～3 月

R4 年 4 月

～9 月

R4 年 10 月

地域懇談会・パブリックコメントの実施R4 年 12 月

R5 年 2 月

R5 年 3 月


